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宇都宮市の自転車施策について

自転車のまち宇都宮を目指して

第２回安全で快適な自転車利用環境創出の促進に関する検討委員会

資料４－１
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３．整備にあたっての課題や苦労点

４．整備促進にあたっての既存の仕組み等の改善案
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５．ルール徹底を促進する取組み

６．整備事例の紹介

２．宇都宮市の自転車通行空間の整備

１．宇都宮市の特徴
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宇都宮市の位置

3

・東京より北へ約100ｋｍ

・人口：約51万人

・面積：約416万平方ｷﾛﾒｰﾄﾙ



１．宇都宮市の特徴

• 市街地を中心に広
がる平坦地

• 雨量は全国平均と
比較して少ない

• 冬季の日照時間が
長い

• 充実した道路環境
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（１）自転車利用に適したまち（都市構造等）

３環状・１２放射道路の道路ネットワーク
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（２）自転車利用が盛んなまち

自転車通学以外

２３％

３，７８９人

自転車通学

７７％

１２，８１９人

通勤・通学に自転車
を利用する人の割合
が全国平均と比較し
て高い

市内の高校では，
約８割が自転車通学

宇都宮市内の高校における

自転車通学者の割合（平成２１年度）

17.8% 68.0%

49.0% 7.6%

5.4%

7.1%

5.2%

6.8%

宇都宮市

全国

自転車 鉄道 自家用車 乗合バス 徒歩 その他

5.8%

16.5% 25.6%

出典：平成２２年国勢調査

5.2%

宇都宮市の交通分担率



●ジャパンカップサイクルロードレース世界トップクラスの
選手が一堂に会する，アジア最高位の自転車ロードレース
の開催地

6

（３）自転車スポーツが盛んなまち

平成２２年度から大通りで

開催している「クリテリウム」



●宇都宮ブリッツェン

平成２０年１０月，宇都宮で日本初“地域密着型”プロロード
レースチーム「宇都宮ブリッツェン」が誕生，自転車の普及に
尽力している

7
選手と一緒に楽しめる「サイクルピクニック」の様子 選手による「ウィーラースクール」の様子
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「宇都宮市自転車のまち推進計画」
平成２２年１２月策定

２．宇都宮市の自転車通行空間の整備

8

「宇都宮市自転車利用・活用基本計画」

平成１５年３月策定



「自転車のまち推進計画」の概要
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（１） 推進計画のコンセプト

自転車の総合的な計画

「
自
転
車
の
ま
ち
宇
都
宮
」
の
実
現

【前計画】H15～22年度

自転車利用・活用基本計画

「走る＝自転車走行空間整備」

「止める＝駐輪場整備」

「借りる＝レンタサイクル」

「休む」「運ぶ」「守る」

交 通

見直し

評価

『自転車のまち宇都宮』の実現に向けて,

「自転車利用・活用基本計画」の施策事業

を引き続き推進するとともに,「環境」「健

康」「スポーツ」「観光」などの新たな観点

からの取組を加えた総合的な計画

「自転車のまち推進計画」

■地球温暖化対策の推進

二酸化炭素の排出が少ないまちづくり
の推進

→環境配慮型交通体系の確立

■地球温暖化対策の推進

二酸化炭素の排出が少ないまちづくり
の推進

→環境配慮型交通体系の確立

環 境

■健康づくりの推進

疾病予防対策の促進

→メタボリックシンドローム

予防対策の推進

■健康づくりの推進

疾病予防対策の促進

→メタボリックシンドローム

予防対策の推進

健 康

■スポーツ環境活動の充実

スポーツ参加機会の拡大

→スポーツ大会,スポーツ教室の充実

→プロスポーツの開催

スポーツ団体の活動支援

→プロスポーツチームへの支援

■スポーツ環境活動の充実

スポーツ参加機会の拡大

→スポーツ大会,スポーツ教室の充実

→プロスポーツの開催

スポーツ団体の活動支援

→プロスポーツチームへの支援

スポーツ

■観光資源の活用推進

都市観光の促進

→地域特性資源の活用促進

観光情報発信の充実

→情報化によるうつのみやの

魅力発信

■観光資源の活用推進

都市観光の促進

→地域特性資源の活用促進

観光情報発信の充実

→情報化によるうつのみやの

魅力発信

観 光
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■ 計画期間：平成２３年度～平成２７年度

１０年後を見据えた５年間の実行計画

■ 計画目標：自転車のまち推進計画「４つの施策の柱」

■ 基本方針：

“安全”

に自転車が

使える

「自転車のまち宇都宮」の実現

“快適”

に自転車が

使える

“楽しく”

自転車が

使える

“健康とエコ”

に自転車が

使える

①交通手段としての

利便性を高める
○走行・利用環境の改善

○他の交通手段との連携強化

②自転車で

まちの魅力を高める
○健康度・環境度アップ

○自転車目的の来街者増 等

（２） 推進計画策定の基本方針・目標
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（３） 施策体系
目標 ４つの柱 施策事業

目標

Ⅱ

 
目標 

「
自
転
車
の
ま
ち
宇
都
宮
」
の
実
現 

だ
れ
も
が
安
全
に
便
利
に
楽
し
く
自
転
車
が
利
用
で
き
る
と
と
も
に
， 

ひ
と
や
環
境
に
や
さ
し
い
自
転
車
を
愛
す
る
ま
ち
を
目
指
し
ま
す
。 

 
施策事業 具体的な取組 

(1)自転車走行空間の確保 

(2)安全啓発活動の実施 

(3)安全を守る環境づくりの推進 

◎新たな自転車走行空間の整備【拡】 

◎交通安全教室等の継続・拡充【拡】 

 広報啓発活動の継続・拡充【拡】 

 安全安心な自転車用具の普及促進【拡】 

 交通安全施設の設置【継】 

 放置自転車対策の継続・拡充【拡】 

 自転車サインの整備【拡】 

 

    だれもが“安全”に自転車が使える 

～安全性の向上～ 

・ 自転車の走行にとって安全・安心な道づくりの推進 

・ 自転車のルール・マナーを守ることができる人づくり

や自転車の安全を守る環境づくりの推進 

４つの柱 

目標

Ⅰ 

 
    だれもが“快適”に自転車が使える 

～快適性の向上～ 

・ 自転車利用者が休憩できる空間の創出や公共交通（バス，

鉄道，タクシー）との連携など，自転車利用がつながる

環境づくりの推進 

目標 

Ⅱ 
 

(2)新たな駐輪場の整備 

(1)自転車利用のネットワーク化 

◎鉄道駅周辺への駐輪場整備【拡】 

 短時間駐輪スポットの整備【新】 

 バス停付近への駐輪場整備【拡】 

 公共交通との連携強化【拡】 

◎休憩スポットの創出（自転車の駅）【新】 

 (1)レンタサイクルの拡充 

(2)スポーツ・観光等との連携 

(3)プロスポーツとの連携 

 商店街等との連携策の実施【新】 

◎観光レンタサイクルの導入【新】 

 コミュニティサイクルの拡充【拡】 

◎モビリティセンターの整備【新】 

 観光・サイクリングルートの整備・創出【新】 

 サイクリングロードの整備【拡】 

 ジャパンカップのＰＲの実施【継】 

 自転車の普及促進イベントの実施【新】 

◎自転車マップの作成【新】 

 
    だれもが“楽しく”自転車が使える 

～観光やスポーツの推進～ 

・ 自転車に乗りたくなるような環境づくりの推進 

・ 観光との連携やサイクルスポーツの振興による新たな自

転車の魅力づくりの推進 

目標 

Ⅲ 

 
    だれもが“健康とエコ”に自転車が使える 

～健康の増進と環境保全～ 

・ 市民の健康増進や地球にやさしいライフスタイルの推進 

目標

Ⅳ 
 (1)自転車通勤の推進 

(2)新たなライフスタイルの推進 

モビリティマネジメントの実施【拡】 

 自転車通勤に関する職場環境の改善【新】 

◎自転車モニター事業の実施【新】 

 「自転車のまち宇都宮」の推進   「自転車のまち宇都宮」のＰＲ【新】 

４つの柱に

基づく施策体系

２５の具体的な

取組を位置付け
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（４） 推進体制・進行管理

■ 推進組織

50%

100% 達成目標

活動指標の達成
状況

平成２７年度
（計画期間：５年間）

平成２３年度

期間を短縮 新たな目標設定 期間の延長

継続して実施する事業

新規事業

平成３２年度
（１０年後）

進捗確認 進捗確認 進捗確認

中間評価 評価・計画改定 評価

■ 計画の推進イメージ

 
 

宇都宮市 

 

関係団体 

 

 

関係機関 
（国・ 県・警察）

 

市民・企業 

 （仮称）宇都宮市自転車のまち推進協議会 

・ 各関係者から構成される協議会 

・ 事業の進捗状況，効果確認および計画案の

見直し等を実施 

 協議・調整 
参加・協力 
事業評価 

 

協働・参加 参加・協力 

宇都宮市自転車のまち推進協議会
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自転車ネットワーク路線の設定

自転車利用・活用基本計画
○自転車交通量の多い路線

○幹線となる路線

○主要施設間を結ぶ路線 などから

↓
５０路線の自転車ネットワーク路線を

設定

自転車のまち推進計画
○駅や高校周辺などの自転車走行

環境，交通量，交通事故発生状況

を調査結果

○今後の都市計画道路等の整備計

画

○自転車を活用した観光ルート・サイ

クリングルートの検討結果

新たな自転車ネットワーク路線を７５路線を設定
（都心部５７路線・郊外部１８路線）

新たな視点

を追加

国・県道を

含む
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＜自転車ネットワーク路線（都心部）＞

高校周辺の

利用環境

サイクリング

ルートの検討

都市計画道路の

整備計画



15

「優先整備路線」の選定

自転車交通量などから，整備の必要性を路線ごとに評価し，市が
管理する道路の中から優先的に整備する路線を選定

整備の必要性を路線ごとに評価

＜評価基準＞
○自転車交通量が非常に多い

⇒平日７～９時 １，０００台以上

（郊外部は３００台以上）

○自転車の交通事故件数が非常に多い

⇒６件／ｋｍ以上
（郊外部は１０件／ｋｍ以上）

○有効幅員不足率が非常に高い

⇒ 不足する街区の割合が８１％以上
○高校周辺の区間

○駅へのアクセス路線（郊外部のみ）

＜選定１＞
評価基準の該当数が多い路線を選定

●都心部＝２つ以上の路線

●郊外部＝最多の路線

＜選定２＞
その他の路線を以下の視点から選定

●自転車走行空間の連続性

●整備の実現性

●自転車利用の促進性

・安全性（自動車走行速度）

・利便性（公共施設に隣接）

・活性化（観光ルート等に該当）

８路線を選定

７路線を選定

優先整備路線１６路線を選定
※未整備区間がある自転車通行環境整備モデル事業選定路線１路線を含む

※有効幅員の不足：自転車歩行者道：３ｍ未満
路肩：１．５m未満，路側帯：０．７５ｍ未満）
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＜優先整備路線（市整備）＞

大錦橋通り（H23年度）

注意喚起表示（1,100ｍ）

越戸通り（H23年度）

自転車専用通行帯（960ｍ）

上河原通り（H23年度）

自転車専用通行帯（860ｍ）

いちょう通り（H23年度）

ＮＴＴ～天神

自転車歩行者道の分離（160ｍ）

文星女子高通り（H22年度）

自転車通行帯（1,000ｍ）

白楊高校北側一部（H24年度）

自転車専用通行帯（600ｍ）

競輪場通り（H24年度）

自転車専用通行帯（520ｍ）

競輪場通り一部（H24年度）

自転車専用通行帯（520ｍ）

富士見通り（H24年度）

自転車専用通行帯（900ｍ）



３．整備にあたっての課題や苦労点

・限られた道路幅員での再配分
⇒車道幅員の縮小（センターライン消去など）

路

肩

路

肩

歩

道

歩

道

自
転
車
専
用
通
行
帯

自
転
車
専
用
通
行
帯

歩

道

歩

道

整備前 整備後

縮小
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・置式鉄板（ブロック）などの対策
⇒個人負担のため注意喚起を行っても撤去が
進まない

置式鉄板など

18



・地域住民への周知
⇒円滑に工事を進めることや整備後の利用につ
いて，地域住民への十分な説明と協力が不可欠

地域代表者への説明 19



・自転車専用通行帯の設置が難しい路線
⇒自転車と歩行者の分離を行ったが，自転車と歩行者の混在
が解消されていないため，利用者のマナー向上が重要。
⇒将来的には自転車を車道へ下ろすことが必要。

整備後

20

整備前
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・バス停の注意喚起表示と利用の実態
注意喚起の表示だけでは，マナー向上につながらない。
（自転車がバスを追い越してしまうなど）



４．整備促進にあたっての既存の

仕組み等の改善案

22

・ガイドラインでは，整備イメージなど，幅広い整
備形態を示しているが，関係機関との協議により，
整備手法が変わることもあることから，自転車道
整備に関するより詳細な基準を示してほしい。

例
・道路空間の再配分に係る基準（パターン）
・路面表示の色に関する基準



５．ルール徹底を促進する取組み

23
（県警や高校生，地域住民と連携しながら実施）

自転車の安全利用のための街頭指導
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スタントマンの実演による「スケアードストレイト」

市内の小学４年生を対象とした「自転車運転免許事業」



６．整備事例の紹介

25

市道２８号線 L＝1ｋｍ

市道１５号線 L＝0.9ｋｍ

図書館

駅

小学校
高校



整備前（H26年7月）

市道28号線
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整備中（H26年10月)

市道28号線

27



整備完了（H27年3月予定)

市道28号線

28



29
市道２８号線・市道１５号線交差点部

整備完了（H27年1月)

市道28号線



二段階右折を促進させる，溜まり場
30

整備完了（H27年1月)

市道28号線



自転車走行空間整備の効果検証

• 自転車交通量
• 自転車走行位置・方向
• 自転車走行速度
• 歩行者，自動車との
交錯状況など

固定ビデオ調査

（整備前後）

31



ご清聴ありがとうございました。
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